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ここ数年間、大学での会計学の講義を担当さ

せてもらいました。 

と言っても非常勤講師で年に数回の講義でし

た。それでも将来ある若者への話はと思うと、

教えるというより立派に力強く生き抜いてくれ、

という期待感にワクワクもしました。 

若いって本当に良いですね…。 

 

期待感が先走り「先生の講義は本題とズレて

いた」と感想に書かれたこともありました。で

もめげず随分とヨコミチの話をしてきました。 

会計の講義で人生の哲学の話ですからもっと

もです。 

 

出席者 135 名しっかり顔を見て訴えました。

講義中にスマホで私の話を確認しているのでし

ょうか、うつむいている生徒が半数います。 

コミュニケーション能力とは他人と合わせる

ことでなく、自分をしっかり主張して始めて出

発します。 

 

真のグローバル化とはニッポンをまず知るこ

と、思いっきり持論を言わせてもらいました。 

 

今時の若者、聡明ですね。私の真意が伝わっ

たようで感想に「先生が社会人でなく指導教授

であったら…。」「明日面接に行きます、非常に

役立った…。」 

嬉しい感想でした。 

 

こうして数年間の貴重な体験は終わりました。

何より勉強させてもらったのは外でもないこの

私でした。 

 

最後に「若者ってすばらしい！！」
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「扶養」の範囲って？ 

「専業主婦だった妻が働き始めたので、扶養から外れることになりました。」 

「結婚して会社を辞めるので、主人の扶養に入ることになりました。」 

幣事務所が関与している会社の社員さんや奥さんとのあいだで、しばしばこのような会話を耳にします。特

に年末調整のこの時期には、「扶養に入る・入らない」といった話題が取り沙汰されますが、「扶養に入る」っ

ていったいどういうことなのでしょう？ 

平成 30 年から配偶者の控除に関する税制改正もありましたので、まとめてみたいと思います。 

 

「扶養」という言葉の意味は、辞書を引くと、「助け養うこと。生活できるように世話すること。」となって

います。 

全く働いていないお子さんについては、言葉の意味通り“扶養している”ということになるのでしょうが、

アルバイトやパートに働きに出られている奥さんについては、所得金額の多寡によって扶養に入るか入らない

か、といった使い分けをされているのではないかと思います。 

ご主人が普通のサラリーマンで（年間所得 900 万以下）、その奥さんがパート勤めに出られている場合（他

の所得なし）を例として、 

奥さんの年間給与収入が、 

（1）100 万円（※1）以下 

  ①奥さん：所得税、住民税とも負担なし。 

社会保険料（年金、健康保険）負担なし。 

  ②ご主人：所得税の計算上、38 万円（住民税は 33 万円）の配偶者控除あり。 

 

（2）100 万円（※1）超～103 万円以下 

  ①奥さん：所得税は負担なし。住民税は年 5 千～1 万円程度の負担あり。 

社会保険料負担なし。 

  ②ご主人：所得税の計算上、38 万円（住民税は 33 万円）の配偶者控除あり。 

 

（3）103 万円超～130 万円（※2）未満 

  ①奥さん：所得税負担あり（～1 万 3 千円程度）。住民税負担あり（～4 万円程度）。 

（所得控除等により税額は異なります） 

社会保険料負担なし。 

  ②ご主人：所得税の計算上、38 万円（住民税は 33 万円）の配偶者特別控除あり。 

 

（4）130 万（※2）以上～150 万円以下 

  ①奥さん：所得税～2 万 3 千円程度。住民税～6 万円程度。（所得控除等により税額は異なります） 

社会保険への加入が義務付けられます（給与の 15％程度の負担）。 

  ②ご主人：所得税の計算上、38 万円（住民税は 33 万円）の配偶者特別控除あり。 

 

（5）150 万円～201 万 6 千円未満 

  ①奥さん：所得税～4 万 3 千円程度の負担。住民税～10 万円程度の負担。 

社会保険は、（4）と同じ。 
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【冬期休業のお知らせ】 

誠に勝手ではございますが、年末年始下記の期間休業とさせて頂きます。 

冬期休業：12 月 29 日（土）～1 月 6 日（日） 

なお新年は 1 月 7 日（月）より営業いたします。来る年もどうぞ宜しくお願い致します。 

  ②ご主人：所得税の計算上、3～36 万円（住民税は 3～33 万円）の配偶者特別控除あり。 

 

（6）201 万 6 千円以上 

ご主人の税金計算上、控除は全くありません。 

   

「奥さんが扶養に入る」とは、 

・税負担が全くないことを意味するなら、（1）の 100 万円（※1）以下 

・社会保険の負担がないことを意味するなら、（3）の 130 万（※2）未満 

・ご主人の税金計算上で 38 万円の配偶者（特別）控除をとれることを意味する

なら、（4）の 150 万以下、となるのではないでしょうか。 

 また、ご主人の勤務先によっては、扶養手当（配偶者手当、家族手当など）が支給される会社もあろうかと

思いますが、その場合の「扶養に入る」基準はそれぞれの会社で異なるでしょうからご注意ください。 

 

（※1）住民税の非課税基準は市町村によって異なります。藤沢市や茅ヶ崎市、横浜市など多くの市町村は 100

万ですが、近いところでは、寒川町、大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、伊勢原市などは 97 万円となりま

す。 

（※2）パート勤務先が従業員 501 名以上の大企業で労働時間等一定要件に該当すると、130 万ではなく 106

万円以上になると社会保険加入が義務付けられます。 

 なお厚生労働省は社会保険に加入するパート労働者の適用要件見直しを検討しているようです。今後新制度

が施行されると、ご紹介した例の通りではなくなる可能性もありますのでご注意ください。 

さわやか土曜塾のご案内  

今月の格言 「事業
じ ぎ ょ う

誠
まこと

を悉
つ

くし救済
きゅうさい

を念
ねん

となす」 
 

この格言は、すべての事業経営の基本理念を述べたものです。 

一般に「事業は人なり」と言われるように、最高道徳では事業を人心開発救済のための手段と考えます。経営者は

人間尊重の精神に立ち、まずは自己の品性の向上につとめましょう。さらには従業員やその家族、顧客や事業関係

者の幸せを思いやるようになれば、おのずと相手の心の姿勢も変わっていきます。この心がけが信頼と協調と深め、

事業を発展・永続させることに繋がります。 

 さわやか土曜塾 は、宇久田会計事務所主催の公開セミナーです。どなたでもご参加いただけます。皆様のご参

加をお待ちしております。 

** 2018年 1月のさわやか土曜塾 ** 

日時 : 2019年１月 12日(土) 10:00～11:30            

場所 : 辻堂市民図書館 2階多目的室 （藤沢市辻堂 2-15-8）         

会費 : 500円                        詳細は、志村（智江）・野村まで                                          
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経営を学ぶきっかけとなったのはテレビドラマだった･･･ 

12月 朝塾より 担当：宇久田 秀雄 

私は社会人になってから大学院で経営学と経済学の研究科で

学ばせて頂きましたが、そもそも経営や経済に興味をもったのはドラッカーを読んだから

とか、日本の経営の神様と言われる松下幸之助を尊敬していたからとかではなく、恥ずか

しい話ですが学生時代に見たテレビドラマで、主人公が企業組織の中で先輩から教わる経

営哲学を活かし、立身出世を胸に成長していく姿に憧れたからでした。 

そのドラマは 1992 年（私が 20 歳のとき）に日本テレビで放映されていた「悪女（わる）」というドラマで 

す。このドラマは経営学に係わるようなややこしい内容ではなく、原作が漫画であるものをテレビドラマ化し

たもので、バブル時代の大手商社が舞台となっているコミカルなものでしたが、その所々で出てきたポイント

について、記憶を辿っていくつかを挙げさせていただきます。 

 

①出世を進める先輩から社史を徹底して覚えさせられた！（愛社精神が評価され最初の出世に･･･） 

②舞台となった商社の経営理念は皆様ご存知近江商人「三方よし！」 

③プレゼンでは自分の言葉で話すことで結果として提案より自分のコミカルなキャラを印象づけた 

④「仕事は男のものである」という考えの上司と戦う（男女雇用機会均等法は 1986 年施行、まだまだな時

代でしたね）、主人公の「女性にも出世欲がある！」というセリフが印象的でした 

⑤子会社社長に就任後の最初の仕事で社内に「託児所」をつくった（この時代ではかなり斬新） 

⑥異例の出世をした先輩プロジェクトリーダーの信念は「仕事は自己実現のためにするもの」 

⑦幸せは歩いてこない♪（主人公が口癖にしていた歌･･･、自ら行動することが大切ですね） 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

■宇久田進治の伝言板■ メルマガ配信中です！                

毎週火曜日、税理士の宇久田進治が日々の思いを伝言板に載せて呟いています。 

ビジネスの参考に、ちょっとした読み物に、ぜひ一度のぞいてみてはいかがで

しょうか？ 

登録は簡単です。「まぐまぐ」トップページから、「宇久田進治」

と検索していただき、ご自身のメールアドレスを入力、あとは「登

録」ボタンをクリックするだけです。 

一度登録すれば、バックナンバーはすべて無料で読むことができます。 

これを読んで、皆でこの未来あるニッポンを良くしていきましょう！ 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

毎週火曜は朝塾の日！ 
 

火曜日の朝始業前に、事務所員が持ち回りでプレゼンを行なっています。 

発行・編集 宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ           

〒251-0042 藤沢市辻堂新町 1-1-2  クロスポイント湘南 6F 

TEL 0466（36）0627    FAX 0466（33）4892 

URL：http://www.ukuta.net/ 

** 編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております ** 

お読みになったご感想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail :  seto@ukuta.net 又は上記 FAXでお願いいたします。) 

主演の石田ひかりさん 

http://www.ukuta.net/
mailto:seto@ukuta.net

